
静岡県御殿場市

御殿場市
農業集落排水事業

経営戦略

令和3年3月（令和8年3月改定）

ＳＤＧｓによる位置づけ





令和 3 年 3 月

令和 3 年度 令和 13 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,570 円（税込） 2,462 円

2,570 円（税込） 2,475 円

2,830 円（税込） 2,726 円

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適用（全部適用）

御殿場市下水道事業経営戦略
（令和７年度改定）

平成17年度
（令和７年度時点：供用開始後20年）

御殿場市

農業集落排水事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

36.6人/ha（令和６年度）

1箇所（清後・山之尻地区農業集落排水処理施設）

なし

処 理 区 数 １処理区（清後・山之尻地区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

なし

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和5年度 令和5年度

令和6年度 令和6年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

【累進従量制】
・基本使用料/月：10㎥まで 1415.7円
・従量使用料/㎥・月：10㎥を超え30㎥まで 141.9円、30㎥を超え50㎥まで 156.2円
　　　　　　　　　　　　　 50㎥を超え100㎥まで 169.4円、100㎥を超えるもの 198.0円(金額は全て税込）
当事業は事業開始当初より、類似の事業として経営している公共下水道事業と同じ使用料体系を採用してい
る。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

なし

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

なし

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

なし

令和11年度からのW-PPP導入を目指し、内容について現在検討を進
めている。

 イ　指定管理者制度

平成25年度から現在の業務内容を委託。令和5年度から現契約開始
（令和9年度まで）。

民 間 活 用 の 状 況

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

※別添「経営比較分析表」参照。

経常収支比率（①）は100％を超え、累積欠損金比率（②）は０となっているが、経費回収率（⑤）は類似企業平均と比較して低い水準となっ
ており、不足分は一般会計からの基準外繰入金により補っている。また経費回収率（⑤）について、人口減少に伴い処理水量が年々減ること
で使用料収入が縮小していて、今後も継続して縮小していく見込み。一方で人件費や動力費、施設老朽化に伴う維持管理費等の経費は増
額傾向にあり、令和６年度の料金改定をもってしても依然として厳しい状況。汚水処理原価（⑥）も類似団体と比較して高い水準となってい
る。

職 員 数 １名（令和7年度）

環境市民部下水道課
当課では本事業以外に、公共下水道事業、公設浄化槽事業、富士見原住宅団地汚水処理事業、浄化槽設
置事業（補助金の交付等）に係る業務を行っており、本事業における職員給与費の負担は１名となっている。

なし

なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

処理区域内人口の予測

処理区域内人口予測の推計にあたっては、最新の住宅地図から家屋・建物数を計測し、それに空家率及び平均世帯人口用いて算定した。
また人口の推移については国立社会保障・人口問題研究所（社人研）が採用しているコーホート要因法を用いて推計を行った。
その結果、令和6年度決算1,099人、以降13人/年減少していく予測とした。

有収水量の予測

年度によって有収水量の増減はあるものの、過去17年間を通して減少傾向である。今後、処理区域内人口は減少の見込みであり、今後の
処理区域内の接続世帯数についても増加見込み無し。
有収水量は過去の傾向から、1,155㎥/年減少していく予測とした。
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（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

使用料収入の見通し

２（２）のとおり令和７年度以降は有収水量の減少に伴い、使用料収入も減少していく見込み。
公共下水道事業と同様、仮に令和10年度から10％の値上げを行った場合、約1,200千円/年（税抜）の使用料収入の増加が見込
まれる。

施設の見通し

農業集落排水事業は、供用開始時から20年（令和7年度）を目途に機能診断を行ったうえで、施設の再編計画を策定することと
なっており、この際、公共下水道事業との統合の可否等について検討を行う必要がある。検討の結果、現行事業を維持するこ
ととなった場合には、機能保全計画を策定し、今後の改築計画を策定する。

組織の見通し

現在は当事業の職員としては1名だが、組織全体として会計年度職員1名を含む計14名で公共下水道事業・農業集落排水事業・
公設浄化槽事業、富士見原住宅団地汚水処理事業のほか、浄化槽補助金事業を運営している。W-PPP導入までは現体制を維持す
ることを想定している。人事異動により職員が変わっても、ノウハウの継承が行われるよう、業務のマニュアル化や共有、研
修の充実などを図っていく。

　公営企業に係る経費は、「当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならない」（地方公営企業法、以下
「法」17条の2第2項）ため、経費負担は受益者負担が原則となる。ただし、①「その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収
入をもって充てることが適当でない経費」（法17条の2第1項1号）、②「当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なっても
なおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費」（同2号）、は例外となり、これに
準ずる経費として、総務省より繰入基準が示されている。
　当事業は、将来に渡って利益の計上が見込まれるが、これは収益的収入として多額の基準外繰入金を受け入れているためで
ある。一方で、この基準外繰入金を解消するためには使用料水準を現行の3倍以上に引き上げる必要があり、目標として位置づ
けることは現実的ではない。
　当事業は事業開始当初より、類似の事業として経営している公共下水道事業と同じ使用料体系を採用しており、令和元年度
及び令和６年度の改定時にも引き続き同じ使用料体系を採用した経緯がある。これを踏まえ、公共下水道事業と同様、令和10
年度に使用料の改定（10％増）を検討する方針。想定される有収水量の減少と経費の増加傾向の中でも、計画期間内において
一般会計からの基準外繰入金を減らしていけるよう、審議会の答申及び市の財政状況や社会情勢によって使用料改定実施の可
否を判断する。
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標
社会情勢等を鑑み、必要に応じて使用料改定（値上げ）を行う。

目 標

１．下水道使用料
「有収水量予測×使用料単価」により算定。
①有収水量予測について、２．（２）のとおり、-1,155㎥/年と予測。
②使用料単価について、令和６年度決算から「136.3円（税抜き）」とした。令和10年度以降、10％値上げしたと仮定して「149.9円（税抜き）」と
する。

２．公共下水道事業会計繰入金（収益的収支-他会計補助金の一部）
実際の業務実態に合わせ、職員給与費の80％を繰入れ。

３． 一般会計繰入金
単年度の現金収支が均衡するよう繰り入れを受け、全額を収益的収入とする。

１．次の各費目に関しては、経年による変動が想定されない（又は想定が困難）ため、令和６年度決算額と同額とした。
・職員給与費／動力費／光熱水費／通信運搬費／材料費／薬品費／委託料／その他費用

２．次の各費目に関しては、それぞれ以下のとおり計上した
・修繕費
耐用年数を経過する機器の増加のため、修繕需要が高まることが予想されることから、事業開始後の最大額（H23：3,500千円）を設定する。

・支払利息
期間内に新たな借り入れが想定されていないため、既借入分の実支払予定額を計上。

・減価償却費、長期前受金戻入
期間内に大きく設備導入したり新たな借り入れは想定されていないが、今後、機器の不具合等により固定資産の除却が増える可能性がある
ため、令和６年度決算額と同額とした。

農業集落排水施設による安定した生活排水処理のため、最適整備構想を策定し、農業集落排水施設のス
トックマネジメントを推進する。

　農業集落排水事業は、供用開始時から20年（令和7年度）に機能診断調査を行ったうえで、最適整備構想を策定することとなっており、この
際、公共下水道事業との統合の可否等について検討を行う必要がある。検討の結果、現行事業を維持することとなった場合には、機能強化
対策事業計画を策定する。
　現状では、大規模な改築が必要とされる機器等はないため、本計画においては通常の維持管理の範囲で実施するものとする。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

包括的民間委託を令和５年度から令和９年度で契約中。W-PPP導入の検討の中で、民
間委託の委託範囲の変更を検討していく。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 なし

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

毎年度の決算数値をもとに進捗管理を行う。また、概ね4～５年ごとに事後検証及び更新を行い、こ
れに基づき使用料水準の妥当性について、下水道事業審議会に諮るものとする。

職員給与費に関する事項 －

動力費に関する事項 －

修繕費に関する事項 －

委託費に関する事項 －

その他の取組
・不明水対策
・接続可能戸数の検討

薬品費に関する事項 －

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

なし

「収支計画のうち財源についての説明」のとおり。使用料の見直しに関する事項

なし

令和11年度からのW-PPP導入を目指し、内容について現在検討を進めている。

上記の検討の結果、今後の改築計画を策定する。

・令和7年度に排水処理施設機能診断調査及び最適構想策定を実施。
・令和8年度に排水処理施設機能強化対策事業計画を策定する。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項
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,6

28
57

,3
4
3

45
,2

41
46

,3
93

45
,6

51
44

,0
71

令
和

13
年

度
令

和
12

年
度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

令
和

9年
度

令
和

10
年

度

資
本

的
収

支
分

令
和

5年
度

令
和

6年
度

令
和

7年
度

令
和

8年
度

令
和

4年
度

令
和

3年
度

令
和

元
年

度
令

和
2年

度

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

令
和

11
年

度

資 本 的 収 支 補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

資 本 的 収 入

そ
の

他

計

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

計

そ
の

他

令
和

9年
度

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度

他
会

計
負

担
金

他
会

計
補

助
金

令
和

13
年

度
令

和
12

年
度

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

7



管
渠
老
朽
化
率
（
②
）
及
び
管
渠
改
善
率
（
③
）
の
数
値
は

０
と
な
っ
て
お
り
、
処
理
場
に
つ
い
て
も
稼
働
後
２
０
年
未

満
の
施
設
で
あ
る
。

有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率
（
①
）
は
類
似
団
体
平
均
と
比

較
す
る
と
高
い
数
値
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
状
で
は
小
規
模

修
繕
と
併
せ
て
、
令
和
５
年
度
か
ら
令
和
６
年
度
に
か
け
て

マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
の
更
新
を
実
施
、
令
和
７
年
度
以
降
も

計
画
的
な
設
備
更
新
を
予
定
し
施
設
機
能
の
維
持
と
最
適
化

を
図
っ
て
い
く
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体
総
括

令
和
２
年
度
に
策
定
し
た
経
営
戦
略
に
基
づ
き
、
経
費
回
収

率
（
１
.
⑤
）
の
向
上
を
図
る
た
め
、
令
和
４
年
度
に
審
議

会
を
開
催
、
そ
の
答
申
を
基
に
令
和
６
年
５
月
検
針
分
か
ら

使
用
料
の
引
き
上
げ
を
実
施
し
た
。
次
回
、
令
和
８
年
度
に

審
議
会
を
開
催
す
る
予
定
で
あ
る
。

当
事
業
は
、
使
用
料
収
入
だ
け
で
経
費
を
賄
う
と
い
う
独
立

採
算
に
よ
る
運
営
は
困
難
な
状
況
だ
が
、
農
業
環
境
の
維

持
、
公
衆
衛
生
の
確
保
や
生
活
基
盤
の
維
持
と
し
て
の
性
質

を
持
つ
た
め
、
今
後
も
使
用
料
の
安
定
的
な
収
入
と
一
般
会

計
か
ら
資
金
を
繰
り
入
れ
、
市
の
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
持
続
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

※
　
「
経
常
収
支
比
率
」
、
「
累
積
欠
損
金
比
率
」
、
「
流
動
比
率
」
、
「
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率
」
及
び
「
管
渠
老
朽
化
率
」
に
つ
い
て
は
、
法
非
適
用
企
業
で
は
算
出
で
き
な
い
た
め
、
法
適
用
企
業
の
み
の
類
似
団
体
平
均
値
及
び
全
国
平
均
を
算
出
し
て
い
ま
す
。

1
,
0
9
9

0
.
3
0

3
,
6
6
3
.
3
3

【
】

令
和
6
年
度
全
国

平
均

処
理
区
域
面
積

(
k
m
2
)

処
理
区
域
内
人
口
密
度
(
人
/
k
m

2
)

－

2
.
 
老
朽
化
の

状
況
に
つ
い
て

類
似
団
体
平
均

値
（
平
均
値
）

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経
営
の
健

全
性
・
効
率
性
に
つ
い
て

経
常
収
支
比
率
（
①
）
は
1
0
0
％
を
超
え
、
累
積
欠
損
金
比

率
（
②
）
は
０
と
な
っ
て
い
る
が
、
経
費
回
収
率
（
⑤
）
は

類
似
企
業
平
均
と
比
較
し
て
低
い
水
準
と
な
っ
て
お
り
、
不

足
分
は
一
般
会
計
か
ら
の
基
準
外
繰
入
金
に
よ
り
補
っ
て
い

る
。

流
動
比
率
(
③
）
が
改
善
し
1
0
0
％
を
超
え
た
の
は
、
未
払
金

に
対
す
る
現
金
預
金
額
が
大
き
く
な
っ
た
た
め
。
ま
た
、
現

行
の
繰
出
し
基
準
を
元
に
計
算
す
る
と
当
企
業
の
企
業
債
残

高
は
全
額
一
般
会
計
の
負
担
と
な
る
見
通
し
で
あ
る
。
こ
の

た
め
、
企
業
債
残
高
対
事
業
規
模
比
率
（
④
）
は
０
と
な
っ

て
い
る
。

①
、
③
に
つ
い
て
は
令
和
６
年
度
の
料
金
改
定
の
影
響
と
、

引
き
続
き
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
に
よ
り
、
今
後
も
現
在

の
よ
う
な
水
準
が
続
く
見
込
み
で
あ
る
。

⑤
に
つ
い
て
は
、
人
口
減
少
に
伴
い
処
理
水
量
が
年
々
減
る

こ
と
で
、
使
用
料
収
入
が
縮
小
し
て
い
る
。
一
方
で
人
件
費

や
動
力
費
、
施
設
老
朽
化
に
伴
う
維
持
管
理
費
等
の
経
費
は

増
額
傾
向
に
あ
り
、
令
和
６
年
度
の
料
金
改
定
を
も
っ
て
し

て
も
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
。
汚
水
処
理
原
価
（
⑥
）
も

類
似
団
体
と
比
較
し
て
高
い
水
準
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
施
設
利
用
率
（
⑦
）
に
つ
い
て
も
経
年
比
較
で

右
肩
下
が
り
と
な
っ
て
い
る
。
水
洗
化
率
（
⑧
）
は
、
当
事

業
の
制
度
上
大
き
く
改
善
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
将
来

に
わ
た
っ
て
現
在
の
よ
う
な
厳
し
い
状
況
が
続
く
見
込
み
で

あ
る
。

資
金
不
足
比
率

(
％
)

-
8
7
.
0
3

1
.
3
2

9
6
.
3
7

2
,
8
3
0

自
己
資
本
構
成

比
率
(
％
)

普
及
率
(
％
)

有
収
率

(
％
)

1
か

月
2
0
ｍ

3
当
た

り
家

庭
料
金

(
円
)

8
3
,
4
8
7

処
理
区
域
内
人

口
(
人
)

1
9
4
.
9
0

4
2
8
.
3
6

■
当
該
団
体
値
（
当

該
値
）

法
適
用

下
水
道
事
業

農
業
集
落
排
水

F
2

非
設
置

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

6
年

度
決

算
）

静
岡
県
　
御
殿

場
市

業
務
名

業
種
名

事
業
名

類
似
団
体
区
分

管
理
者
の
情
報

人
口
（
人
）

面
積
(
k
m
2
)

人
口
密
度
(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡

例

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

0.
25

0.
30

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該

値
0.
00

0.
00

0.
0
0

0
.0
0

0.
00

平
均

値
0.
25

0.
05

0.
0
3

0
.0
3

0.
03

95
.0
0

10
0
.0
0

10
5
.0
0

11
0
.0
0

11
5
.0
0

12
0
.0
0

12
5
.0
0

R
02

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該

値
1
09
.
37

11
5.
4
5

11
1
.9
4

11
3.
0
0

12
1.
2
1

平
均

値
1
06
.
37

10
6.
0
7

10
5
.5
0

10
6.
3
5

10
6.
6
2

0.
00

5.
00

10
.
00

15
.
00

20
.
00

25
.
00

30
.
00

35
.
00

40
.
00

45
.
00

50
.
00

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該

値
36
.
50

38
.4
4

40
.3
4

42
.
20

4
3.
3
2

平
均

値
20
.
34

21
.8
5

25
.1
9

25
.
46

2
4.
5
3

0.
00

0.
02

0.
04

0.
06

0.
08

0.
10

0.
12

0.
14

0.
16

0.
18

0.
20

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

0.
00

0.
00

0.
0
0

0
.0
0

0.
00

平
均
値

0.
00

0.
00

0.
0
0

0
.1
9

0.
00

①
経

常
収

支
比
率
(
％
)

0.
00

20
.0
0

40
.0
0

60
.0
0

80
.0
0

10
0
.0
0

12
0
.0
0

14
0
.0
0

16
0
.0
0

R
02

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該

値
0.
00

0
.0
0

0.
00

0.
0
0

0.
00

平
均

値
1
39
.
02

13
2.
0
4

14
5
.4
3

12
9.
8
9

10
7.
9
9

0.
00

20
.0
0

40
.0
0

60
.0
0

80
.0
0

10
0
.0
0

12
0
.0
0

14
0
.0
0

R
02

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該

値
64

.2
0

69
.
49

70
.9
8

87
.3
0

12
2.
2
6

平
均

値
29

.1
3

35
.
69

38
.4
0

44
.0
4

58
.
25

0.
00

10
0.
0
0

20
0.
0
0

30
0.
0
0

40
0.
0
0

50
0.
0
0

60
0.
0
0

70
0.
0
0

80
0.
0
0

90
0.
0
0

1,
0
00
.
00

R0
2

R
03

R0
4

R0
5

R0
6

当
該

値
0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0
.0
0

平
均

値
86

7.
8
3

7
91
.
76

90
0.
8
2

83
9
.2
1

79
1.
4
6

0.
00

10
.
00

20
.
00

30
.
00

40
.
00

50
.
00

60
.
00

R0
2

R0
3

R0
4

R
05

R0
6

当
該

値
38
.
53

3
4.
1
1

33
.0
4

30
.4
9

30
.9
0

平
均

値
57
.
08

5
6.
2
6

52
.9
4

52
.0
5

47
.9
6

0.
00

50
.0
0

10
0
.0
0

15
0
.0
0

20
0
.0
0

25
0
.0
0

30
0
.0
0

35
0
.0
0

40
0
.0
0

45
0
.0
0

50
0
.0
0

R
02

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該

値
3
21
.
29

36
1.
4
7

37
2
.5
6

40
5.
9
5

44
1.
0
5

平
均

値
2
74
.
99

28
2.
0
9

30
3
.2
8

30
1.
8
6

32
5.
8
5

0.
00

10
.
00

20
.
00

30
.
00

40
.
00

50
.
00

60
.
00

70
.
00

80
.
00

R0
2

R0
3

R0
4

R
05

R0
6

当
該

値
68
.
50

6
6.
8
3

66
.5
9

64
.4
4

63
.7
2

平
均

値
54
.
83

6
6.
5
3

52
.3
5

46
.2
5

45
.3
2

68
.
00

70
.
00

72
.
00

74
.
00

76
.
00

78
.
00

80
.
00

82
.
00

84
.
00

86
.
00

R0
2

R0
3

R0
4

R
05

R0
6

当
該

値
76
.
31

7
6.
4
3

75
.7
8

76
.8
7

74
.5
2

平
均

値
84
.
70

8
4.
6
7

84
.3
9

83
.9
6

83
.5
4

②
累

積
欠
損

金
比
率

(
％
)

③
流
動
比

率
(％

)
④
企

業
債

残
高
対
事

業
規
模

比
率
(
％

)

⑤
経

費
回
収

率
(
％

)
⑥

汚
水

処
理
原

価
(
円

)
⑦
施

設
利
用
率
(
％

)
⑧
水
洗

化
率

(％
)

①
有
形

固
定

資
産
減
価
償
却

率
(
％
)

②
管
渠
老

朽
化
率
(
％
)

③
管

渠
改
善

率
(
％

)

【
1
04
.3

0】
【

1
02
.7
4】

【
47

.1
9】

【
7
98
.1
0】

【
87

.8
0】

【
49
.9
2】

【
2
86
.3

3】
【

54
.5

1】

【
28

.4
6】

【
0
.0

3】
【
0
.0
2】
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